
リース取引の消費税はいままでどおり処理できます！ 
－賃貸借処理した場合に分割控除が認められました－ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

社団法人リース事業協会 

http://www.leasing.or.jp 
※１ 重要性が乏しいリース取引とは次の①～③のいずれかに該当するリース取引となります。 

    ① 企業の事業内容に照らして重要性が乏しいリース取引で、リース契約 1件当たりのリース料総額が 300万円以下のリース取引 

    ② リース期間が 1年以内のリース取引 

    ③ 個々のリース物件のリース料総額が、購入時に一括費用処理する基準額以下のリース取引 

※２ 課税期間とは、原則として、法人は事業年度、個人は暦年となります。 

 ・このパンフレットは、平成 20年 4月現在の法令等に基づき作成したものです。 

 ・平成 20年 4月 1日以後に契約したリース取引の消費税については、原則として消費税法基本通達 11－3－2（注）により取り扱われ

ますが、当該リース取引について賃貸借処理した場合には、分割控除が認められることとなりました。 

 ・パンフレットの内容でご不明の点がございましたら、お取引リース会社の担当者まで、ご質問・お問い合わせください。 

 ・中小企業のリース取引の取扱い、リース会計・税制の詳細については当協会ホームページをご覧ください。 

 ・パンフレットの著作権は、社団法人リース事業協会に帰属し、その目的を問わず無断で引用または複製することを禁じますので、ご

理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。 

中小企業 

「中小企業の会計に関する指針」を適

用する中小企業のお客様は、すべての

リース取引について支払リース料を

費用処理（賃貸借処理）できます。 

 

上場企業など 

「リース取引に関する会計基準」を適

用する上場企業などのお客様は、重要

性が乏しいリース取引※１の支払リー

ス料を費用処理（賃貸借処理）できま

す。 

 

支払リース料を費用処理（賃貸借処理）されるお客様は、

そのリース料について支払うべき日の属する課税期間に

おける課税仕入れとする処理（分割控除）ができます！ 

課税期間（４年度） 

月額リース料＋消費税額 

                ↓ 

             仕入控除 

課税期間※２（初年度） 

月額リース料＋消費税額 

                 ↓ 

仕入控除 

 

課税期間（２年度） 

月額リース料＋消費税額 

                 ↓ 

仕入控除 

 

課税期間（３年度） 

月額リース料＋消費税額 

                 ↓ 

仕入控除 

 
・リース料（消費税額含む）の支払いと消費税の仕入控除のタイミングが、原則として一致します。 

・「平成 20 年 3 月 31 日までに契約したリース取引」、「オペレーティング・リース取引（再リース

取引を含みます。）」、「レンタル取引」の消費税の処理と同じになります。 



リース取引と消費税に関するご質問 

 

Ｑ１  リース取引につき、賃借人が賃貸借処理（通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理をいう。以下同じ。）をしている場合には、そのリース料について支払うべき日

の属する課税期間における課税仕入れとする処理（以下「分割控除」という。）が認め

られますか。 

 

Ａ  認められます。 

  リース取引につき、事業者（賃借人）が賃貸借処理をしている場合で、そのリース料

について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れ等として消費税の申告をし

ているときは、会計基準に基づいた経理処理を踏まえ、事業者の経理実務の簡便性とい

う観点から、このような処理を行っても差し支えないこととされています。 

 
Ｑ２  例えば、賃貸借処理しているリース期間が 3 年のリース取引（リース料総額 945,000

円）について、リース期間の初年度にその課税期間に支払うべきリース料（315,000

円）について仕入税額控除（初年度分割控除）を行い、２年目にその課税期間に支払

うべきリース料と残額の合計額（630,000 円）について仕入税額控除を行うといった

処理は認められますか。 

 

Ａ  そのような処理は認められません。 

  本件の取扱いは、リース取引についてはリース資産の引渡しを受けた日の属する課税

期間（すなわちリース期間の初年度）において一括控除することが原則であるところ、

その仕入税額控除の時期において、賃貸借処理に基づいて分割控除をすることが認めら

れるものであり、事例のような処理はこれに該当しません。 

 
Ｑ３  賃貸借処理しているリース取引について、次に掲げるような場合のリース期間の２

年目以降の課税期間については、その課税期間に支払うべきリース料について仕入税

額控除を行うことができますか。 

  ⑴ リース期間の初年度において簡易課税制度を適用し、リース期間の２年目以降は

原則課税に移行した場合 

  ⑵ リース期間の初年度において免税事業者であった者が、リース期間の２年目以降

は課税事業者となった場合 

 

Ａ  いずれの場合も仕入税額控除を行うことができます。 

  本件の取扱いは、賃貸借処理しているリース取引に係る賃借人における仕入税額控除

の時期について、分割控除して差し支えないとするものですから、事例のような場合に

は仕入税額控除を行うことができます。 

 

 

※本パンフレット中の「リース取引」とは、所得税法施行令第 120 条の 2 第 2 項第 5 号又は法人税法施行令第 48 条の 2

第 5項第 5号に規定するリース取引（所有権移転外リース取引）をいいます。 


